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•計画に沿った個別事
業の実施

•施策の目標指標、
施策の達成状況、
個別事業の実績の把
握、点検・評価

•６つの施策の基本方
針を実現するために
掲げた２１の施策の
目標と、４７の施策の
目標指標

•施策の基本方針毎、
個別事業毎に見直し
を図り、今後の取組
の方向性を検討
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■「のびのびあおもり子育てプラン」（後期計画）の進行管理

〇プランの着実な推進を図るため、プランに掲げた
６つの「施策の基本方針」に関連する個別事業の
実施状況及び各施策の達成状況を毎年度、把握、
点検・評価し、その結果を次年度以降の施策に適
切に反映させ、効果的・効率的な予算編成や事業
実施につなげるＰＤＣＡサイクルにより進行管理を
行う。

〇進行管理については、「青森県こども・若者支援
推進会議」を設置し、全庁的な体制の下、部局横断
的に各年度において実施状況を把握・点検するとと
もに、子育てに関する団体や民間の有職者等で構
成する「青森県こども・若者支援推進会議」と連携し
ながら、今後の取組の方向性を検討する。

〇結果については、毎年１回、青森県次世代育成
支援行動計画「のびのびあおもり子育てプラン」
（後期計画）の取組内容と評価としてホームページ
に掲載して公表するとともに、県民の意見等を聴取
しながら、その後のプランの見直しなどに反映させ
る。

青森県こども・若者支援推進会議（庁外）

青森県こども・若者支援推進本部（庁内）
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告

図：ＰＤＣＡサイクルによる進行管理イメージ図

１ 取組内容と評価の公表にあたって

１



① プラン策定の趣旨

■少子化危機突破のための緊急対策
◇３本の矢
①子育て支援をより一層強化
②働き方改革をより一層強化
③結婚・妊娠・出産支援の追加
◇結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援
■平成26年4月に次世代育成支援対策推進法が
改正され、有効期限を10年間延長

平成１７年２月

青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子育てプラン」
（前期計画）策定(H17～H21)

令和２年３月
青森県次世代育成支援行動計画「のびのびあおもり
子育てプラン」（後期計画）策定（R2～R6）

青森県基本計画「『青森新時代』への架け橋」 等

次世代育成支援の視点から推進

青森県母子保健計画
青森県子ども・子育て
支援事業支援計画

その他の子ども・
子育て支援施策

② プランの性格・位置付け

■「青森県子ども・子育て支援事業支援計画」、「青森県母子
保健計画」及び「青森県社会的養育推進計画」と一体的に作成

整合

■令和２年度～令和６年度（５年間）

年
度

２７ ２８ ２９ ３０ 元 ２ ３ ４ ５ ６

前期計画

後期計画

③ プランの期間①これまでの取組の成果・課題

②次世代育成支援対策推進法に基づく国の「行動計画
策定指針」の改正
③平成30年度青森県「子ども子育てに関する調査」の結
果などを踏まえて後期計画を策定

一体的に策定

２ のびのびあおもり子育てプランの概要

見直し（適宜見直し）

青森県社会的養育推進計画

「のびのびあおもり子育てプラン」
（後期計画）平成２２年２月

青森県次世代育成支援行動計画「わくわくあおもり子育てプラン」
（後期計画）策定(H22～H26)

平成２７年３月

青森県次世代育成支援行動計画「のびのびあおもり子育てプラン」
（前期計画）策定(H27～R1)

２



子どもとともに、親とともに、地域とともに育ち合い、一人ひとりが安心と幸せを実感し、
結婚・妊娠・出産・子育てに希望と喜びを持てるふるさと青森県をめざします

■すべての子どもが幸せに育つことを大切にする視点
■すべての親が子育てを楽しみ、親として育つことを大切にする視点
■すべての人が結婚・妊娠・出産・子育てに関心を持ち、地域の支え合いを大切にする視点

３ 施策の体系

基 本 理 念

基本的視点

基 本 目 標

施 策 の
基 本 方 針

あたたかい家庭、ふれあいの
ある地域の中で、子どもが心豊
かに健やかに育つ青森県

社会全体で、結婚・妊娠・出産・
子育てを支え合い、安心して
子どもを産み育てられる青森県

県民一人ひとりがお互いを
大切にし、男女が共に子育
てを楽しめる青森県

結 婚 妊 娠 ・ 出 産 子 育 て
特 に 支 援 が
必要な子ども

健 全 育 成
安全・安心な環
境 づ く り

（１）結婚の望
みをかなえるた
めに

－社会全体で
結婚したい男
女を応援します
－

（２）安心して子
どもを産むため
に

－妊娠・出産と
健やかな成長
を支援します－

（３）安心して子
どもを育てるた
めに

－社会全体で
子育て支援を
推進します－

（４）特に支援
が必要な子ど
もが健やかに
育つように

－様々な環境
にある子どもや
家庭を支援し
ます－

（５）健やかに
心豊かに育つ
ように

－豊かな心、
命を大切にす
る心を育む支
援と健全育成
を推進します－

（６）安全・安心
な子育てをする
ために

－子どもが安
全に生活でき
る環境づくりを
支援します－

３



○結婚を社会全体で支援する取組の推進
○結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の推進

R5 主な事業等の実施状況

施策の目標 施策の目標指標

施策の基本方針 １ 結婚の望みをかなえるために －社会全体で結婚したい男女を応援します－

• 結婚を希望する方が安心して婚活できる環
境整備や出会いの支援、幅広い層に向けた
結婚支援情報の発信に取り組む。

• 各ライフステージにおける切れ目のない相
談支援や情報提供を行う。

• 婚姻率・合計特殊出生率は、減少が続いて
いる。

• 結婚に対する関心がまだ低い層や、結婚に
一歩踏み出せない方に対する働きかけが必
要である。

• 合計特殊出生率の増加に向けた、各ライフ
ステージにおける切れ目のない支援の実施
が必要である。

6事業 【96,998千円】

今後の取組の方向性

結婚応援プロジェクト事業

○マッチングシステム「ＡＩ（あい）であう」の運用
により、結婚を希望する男女の出会いを支援した。

○あおもり出会いサポートセンターを県内３９市町村
と共同運営し、広域的な結婚支援を実施した。また、
あおもり出会いサポートセンターでは、マッチング
システム利用者の婚活をサポートするとともに、県
内での婚活イベントの情報提供を行った。

○結婚支援に携わる県、市町村、民間団体の連携を強
化するため「青森県結婚応援ネットワーク会議」を
開催した。

目標指標
プラン
策定時
（H30）

R6年度 R5年度
達成状況

目標値 実績

婚姻率
3.8

／人口千
対

増加
2.8
(概数）

未達成
（悪化）

合計特殊
出生率

1.43 増加
1.23

（概数）
未達成
（悪化）

平均初婚
年齢

男30.8歳
女29.0歳 低下

男30.8歳
女29.5歳
（概数）

未達成
（悪化）

第一子出
生時の母
の平均年
齢

30.0歳 低下
30.1歳
（R4）

未達成
（悪化）

あおもり結婚・子育て応援サイト構築事業

○本県の結婚・出産・子育て関連情報を入手で
きるwebサイトにチャットボット等の機能やコン
テンツ等を追加した。

○青森県子ども家庭支援センターを運営し、結
婚・妊娠・出産・育児に関する相談支援や情
報提供を行うとともに、子育て支援活動に携
わる人財育成や意識啓発のための各種イベン
トを開催した。

青森県子ども家庭支援センター事業

令和５年度 実績

相談対応件数
368件

（電話354件、来所14件）

子育て支援関係者育成
研修参加者（延べ）

193人

令和５年度 実績

サイト訪問者数（延べ） 158,343人 課題

４

令和５年度 実績

利用登録者数（累計） 881人

お見合い成立数（延べ） 1,012組

交際成立数（延べ） 403組

○社会全体で結婚を応援するため、新
婚夫婦等がパスポートを協賛店で提
示することにより、様々なサービス
が受けられる「青森結婚応援団」を
令和６年１月から開始した。森結婚応援団



施策の基本方針 ２ 安心して子どもを産むために －妊娠・出産と健やかな健康を支援します－

○母性及び子どもの健康の確保・増進

施策の目標指標 （一部抜粋）施策の目標

R5 主な事業の実施状況

・乳児死亡率については、計画策定時より悪化したため、更なる取組を進める必要がある。
・児童生徒の肥満傾向児の割合が、計画策定時よりも増加しており、改善に向けた取組が必要で
ある。

課題

○高リスク妊婦等に対し早期か
ら適切な支援を行い、育児に
おける孤立化の防止や育児不
安の解消につなげるため、保
健、医療、福祉等の関係者に
よるネットワーク会議や妊産
婦情報共有システムの活用に
よる地域の連携体制の強化を
図った。

・引き続き、妊産婦情報共有システム等を活用した妊娠初期から産じょく期までの一貫した支援
を継続するとともに、妊娠等で悩む方向けの相談に対応する。

・児童生徒の生活習慣の確立に向け、健康教育の実践資料集を各校に配布するなど、健康教育の
推進を図る。

今後の取組の方向性

29事業 【1,184,317千円】

妊産婦支援体制整備事業

○子育てにかかる経済的負担感の軽
減を図り、身体、知能、情操の発
達に関して重要な乳幼児期のすべ
ての年齢階層の健康の保持増進及
び出生育児環境の整備を進めるこ
とを目的に、市町村が行う乳幼児
医療費給付事業に対して助成を
行った。

乳幼児はつらつ育成事業

目標指標
プラン策定時 R6年度 R5年度

達成状況
目標値 実績

乳児死亡率
2.1

/出生千対（H26～30平
均）

全国平均
以下

2.2
/出生千対
（H30

～R4平均）

未達成
（悪化）

全出生数中の低出生体重児の割合 9.9%（H30） 減少 9.0%(R4) 達成

むし歯のない３歳児の割合 75.4%（H29) 90.0% 85.4%（R4) 未達成(改善)

仕上げ磨きをする親の割合 75.9%（H30） 81.8% 78.5%（R4） 未達成(改善)

妊婦の喫煙率 2.6%（H30) 0% 1.6% 未達成(改善)

育児期間中の両親の喫煙率
父45.2%

母9.0%（H30)
父36.0%
母6.0%

父39.2%
母7.9%（R4)

未達成(改善)

妊婦の飲酒率 1.8%（H30） 0% 1.1% 未達成(改善)

子どもの医療電話相談(#8000)を知っている親の割合 81.3%（H30） 90.0% 90.2%（R4） 達成

子どものかかりつけ医を持つ親の割合
医師79.3%

歯科医師50.5%
（H30)

医師85.0%
歯科医師55.0%

医師80.8%
歯科医師46.1%

（R4)

未達成(悪化)
未達成(改善)

十代の自殺死亡率
6.9

減少 16.0（R4） 未達成(悪化)
/人口10万対（H30）

十代の喫煙率
中1男0.2% 女0.2%
高3男1.1% 女0.3%

（H27)
0% 不明 評価できない

十代の飲酒率
中1男3.6% 女4.2%
高3男7.2% 女6.7%

（H27)
0% 不明 評価できない

児童、生徒における痩身傾向児の割合（高２女） 2.8%（H30) 1.4% 3.4%(R5） 未達成(悪化)

児童、生徒における肥満傾向児の割合（小５） 11.4%（H30) 10.0% 16.7%（R5) 未達成(悪化)

この地域で子育てをしたいと思う親の割合 92.9%（H30） 94.2% 93.1%（R4） 未達成(改善)

妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮され
たと思う勤労妊婦の割合

91.7%
93.9% 92.0%（R4） 未達成(改善)

（H30）

子育て世代包括支援センターの実施市町村数 ７市町村(H31.4) 40市町村 40市町村 達成

乳幼児揺さぶられ症候群（ＳＢＳ）を知っている親の
割合

3･4か月児 97.8%
(H30)

100% 98.1%（R4） 未達成(改善)

５

いきいき青森っ子健康づくり事業

○健康教育実践校を設置し、健康課題解決のため家庭や地域と連携しな
がら発達の段階に応じた具体的な指導内容・指導法について研究した。

○学校保健委員会の設置を推進することにより、各学校の学校保健活動
の活性化を図った。

令和５年度実績 小学校 中学校 高等学校
特別支援
学校

学校保健委員会
設置率

88.7% 81.0% 98.1% 80.0%



施策の基本方針 ３ 安心して子どもを育てるために －社会全体で子育て支援を推進します－

○幼児期の教育・保育等の推進
○新・放課後子ども総合プランの推進
○地域における子育て支援サービスの充実
○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現のための働き方の見直し

施策の目標指標 （一部抜粋）施策の目標

・保育所における職員の処遇・労働環境の改善による保
育士の確保や幼児教育の質の向上に取り組む。

・地域子ども・子育て支援事業について、目標事業量の
達成に向け、市町村への支援・働きかけを行っていく。

・仕事と家庭のジェンダーギャップ解消に向けて、セミ
ナーの開催や男性の家事シェア促進のための取組等を
行う。

R5 主な事業の実施状況

○地域子ども・子育て支援事業の充実

○施設類型や公私立園の垣根を越え、県内の幼児教育の質の
向上を図るため、幼保小の架け橋プログラム開発・実践研究
を行うためのあおもり幼児教育アドバイザー派遣した。

○潜在保育士の再就職支援、勤務する保育士の相談支援を行
うとともに、保育士人財バンクの運用を行った。また、保
育の質を高めるための研修を実施した。

課題

・保育士の処遇改善を継続していく必要がある。
・地域子ども・子育て支援事業については、地域子育て
支援拠点事業、延長保育、病児・病後児保育について、
令和５年度実績が目標値を下回っており、提供体制の
整備が必要である。

・男性の育児休業取得率は、目標を達成したが、引き続
き育児休業取得率の増加に向けて取り組む必要がある。

28事業 【1,837,121千円】

あおもり幼児教育センター 他

仕事と家庭のジェンダーギャップ
解消事業事業 他

対象 事業名 指標
基準値 実績 目標事業量

（R1） （R5） （R6）

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
対
象

利用者支援事業
実施箇所数
（か所）

19 24 43

地域子育て支援拠点
事業

実施箇所数
（か所）

98 95 111

ファミリー・サポート・
センター事業

利用延人員
（人日）

5,836 7,115 8,956

一時預かり事業
利用延人員
（人日）

422,933 526,631 415,730

子育て短期支援事業
利用延人員
（人日）

390 1,144 396

共
働
き
家
庭
対
象

延長保育
利用実人員
（人）

4,543 4,918 12,200

病児・病後児保育
利用延人員
（人日）

8,448 7,407 16,197

放課後児童クラブ
登録児童数
（人）

14,237 16,758 15,885（放課後児童健全育成
事業）

目標指標

プラン
策定時

R6年 R5年
達成状況

目標値 実績

保育所等の待機
児童数(10月時
点)

15人
（R1）

0人 0人 達成

放課後児童クラ
ブの待機児童数
（５月時点）

75人
（R1）

減少 2人 達成

子育てする上で、
辛さ、不安、悩
みを持っている
（持っていた）
人の割合

81.0%
（H30）

減少 82.1％
未達成
（悪化）

男性の育児休業
取得率

2.1%
（H30）

6.2% 26.6％ 達成

今後の取組の方向性

６

○女性向けのセミナーや男性の家事
シェア促進のための企業と連携し
た取組、企業の働きやすさ向上の
ための研修会等を行った。

○プチワーク等多様な働き方を促進
するセミナー等の開催や、女性専
用相談窓口における相談対応等を
通じて女性の就労を支援した。

あおもり子育て応援パスポート
事業

○地域・社会全体で子育てを支え合
う環境づくりの推進のため、子育て
世帯等に対し割引等の優待制度を実
施したほか、子育て世帯が外出しや
すい環境づくりを推進した。

指標 基準値
(H30)

実績
(R5)

目標

事業量
(R6)

わくわく店※
登録数

1,984 2,053 2,300

※にこにこ店（割引・特典
型）とほのぼの店（お出か
け配慮型）の合計



施策の基本方針 ４ 特に支援が必要な子どもが健やかに育つように
－様々な環境にある子どもや家庭を支援します－

○子どもへの虐待防止対策の充実
○社会的養育の推進
○ひとり親家庭等へのきめ細かな取組の推進
○障害のある子ども等への支援の充実

施策の目標指標（一部抜粋）施策の目標

R5 主な事業の実施状況

・児童相談所の対応力を強化するため、関係職員に対する各種研
修等の実施、精神科医や弁護士からの協力を得る。

・ＳＮＳ等によるヤングケアラーへの相談窓口の運用や早期発見
と適切な支援体制の構築に向けた研修会を実施する。

・ひとり親家庭の親に対する支援体制の構築やひとり親家庭の親
が就労しやすい事業所の理解促進に取り組む。

・既存の社会資源を活用し、学習支援や食事提供を行う「子ども
の居場所」づくりを促進する。

・小児在宅支援センターを通じて、医療的ケア児支援者の支援や
各地域の支援作りのバックアップを行う。

今後の取組の方向性

○ひとり親家庭等の親が仕事子育てを両立しなが
ら経済的に自立し、安定した生活を送ることが
できるよう、支援体制の構築や相談支援の強化、
事業所の理解促進に取り組んだ。

○貧困などの様々な課題を
抱える子どもや保護者へ
の支援が届くようにする
ため、関係団体のネット
ワークを強化し、学習支
援や食事提供を行う「子
どもの居場所づくり」へ
の支援を行った。（県内82か所）

・県内の令和５年度児童虐待相談対応件数が2,414件と過去最多と
なっているため、早期発見のための関係機関等との情報共有や
関係機関職員の対応力を向上させる必要がある。

・相談窓口の周知、ヤングケアラーの支援に関わる関係機関等の
理解促進が必要である。

・生活基盤が脆弱なひとり親家庭の生活や雇用の安定のための取
組、経済的支援の強化が必要である。

・医療的ケア児とその家族が県内どこに住んでいても、安心して
生活できる地域づくりを進める。

課題

42事業 【6,062,844千円】

仕事と子育ての両立に向けた
ひとり親家庭サポート促進事業 他

目標指標
プラン
策定時

R6年 R5年
達成状況

目標値 実績

乳幼児期に体罰
や暴言等によら
ない子育てをし
ている親の割合

3・4か月
95.9%
1・6歳児
86.2%

3歳児 70.4%

増加

3・4か月
97.1%
1・6歳児
89.5%

3歳児 76.1%
（R4）

達成

（H30）

里親等委託率
27.8%
（H30）

37.5% 31.9%
未達成
（改善）

母子寡婦福祉資
金の周知度

36.7%
（H26）

増加 R6調査予定 評価できない

市町村子ども家
庭総合支援拠点
の実施市町村数

2市町村
（H31.4）

40市町
村

17市町村
未達成
（改善）

医療的ケア児保育支援事業

○医療的ケア児が保育所等の利用を希望する場合に、受入が可能となる
よう、保育所等の整備を行い、医療的ケア児の地域生活支援の向上を
図った。

青森県小児在宅支援センター運営事業

○医療的ケア児とその家族が安心して在宅で生活できるよう小児在宅支
援の拠点として、県小児在宅支援センターを設置し、相談支援・情報
提供、人材育成及び県内の課題に係る調査分析を行った。

子どもの居場所
学習支援、食事提供

悩み相談

支援が必要
な子ども

７

○ヤングケアラーが元ヤング
ケアラーに悩みの相談や日
常のお話ができる場所とし
て、ヤングケアラー相談LINE「青森県ヤ
ングケアラーチャンネル」開設した。

○実際に支援に関わる行政機関、教育機関、
保健・医療・福祉分野等の関係機関職員
を対象として、ヤングケアラーへの理解
を深める研修会を開催した。

ヤングケアラー支援体制構築事業

児童相談所虐待対応強化研修事業

○児童相談所職員の資質向上のため研修を
実施するとともに、様々なケースに対応で
きるよう精神科医や弁護士などの専門家の
協力を得るなど、対応力を強化した。



○子どもの権利擁護の推進 ○命を大切にする心を育む環境づくりの推進
○次代の親の育成の推進 ○自然とふれあう体験交流の促進
○子どもの生きる力、豊かな心の育みの支援 ○学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力の向上
○少年非行や不登校などに対する対策の充実

施策の目標指標施策の目標

R5 主な事業の実施状況

・スクールカウンセラーの資質向上のため、研修会の内
容や各地区毎の協議会の実施、スーパーバイズ制度の
導入について検討する。

・不登校生徒児童への学習機会の提供や支援の在り方に
ついて検討を進めるとともに、不登校児童生徒への支
援に関する調査研究等を行う。

・県立学校に設置した外部専門家や学校関係者による
会議により、実効性のあるいじめ防止対策に取り組ん
でいく。

課題

施策の基本方針 ５ 健やかに心豊かに育つように
－豊かな心、命を大切にする心を育む支援と健全育成を推進します－

○いじめ防止対策のため、協議会の設置や予
防に関する普及啓発を行うとともに、ス
クールソーシャルワーカー（SSW）やスクー
ルカウンセラー（SC）を配置し、児童生徒
の抱える諸問題に対応した。生徒指導上問
題を抱える学校をハートケアアドバイザー
が訪問し、早期解決の支援を行った。

○地域全体で家庭教育を支援していく機運を
高めるとともに、親の育ちを応援する学び
の機会の充実や支援のネットワークづくり
に取り組んだ。

○「あおもり家庭教育アドバイザー」を養成
し、研修会等に派遣して、家庭教育支援体
制の強化を図った。

○子育て中の不安や悩みを軽減することを目
的として、電話・メール等による寄り添い
型の家庭教育相談を行った。

○高校生をはじめ、本県の次世代を担う人財を
幅広く対象として、県内就職の魅力や県内企
業の情報を伝える取組を進め、県内定着の促
進を図った。

○「ジョブカフェあおもり」を運営し、若年者
等に対し、職業に関する情報提供、キャリア
カウンセリング、各種セミナー等の総合的な
支援サービスを提供した。

○職業人として必要な能力や態度を育成するた
めの講座・研修会等、高校生の就職時におけ
る付加価値を高める取組を行った。

・不登校児童生徒数がプラン策定時より増加しているた
め、スクールカウンセラーの効果的な活用や質の向上、
不登校児童生徒への支援が必要である。

・いじめ問題の解消率がプラン策定時より低下している。

54事業 【2,068,787千円】

指標 基準値
(R1)

実績
(R4)

目標事業量
(R6)

ＳＣ
派遣率

①小中学校
100%
②高校
11.9%

①100%
②15.2%

①100%
②23.7%

SSW
配置人数

28人 28人 30人

今後の取組の方向性

いじめ防止対策推進事業 他 高校生の就職総合支援プロジェクト事業 他

あおもり家庭教育支援総合事業 他

白神山地世界自然遺産登録30周年記念事業 他

○自然保護思想の啓発、白神山地地
域の持続的発展を図るため、白神
山地を「学びの森」と位置づけ、
次世代への環境教育活動を推進した。
小学校教諭対象モニターツアー １回

○山･川･海をつなぐ水循環システムを保全して
いくため、県民の理解促進に向け、小学生を
対象とした校外学習会を実施した。

目標指標
プラン
策定時

R6年 R5年
達成状況

目標値 実績

学校が楽しい
と思う児童・
生徒の割合

87.2%
（H30）

増加
91.8%
（R4）

達成

不登校児童生
徒数（公立）

1,495人
(H30)

1,400人
2,430人
（R4）

未達成
（悪化）

いじめ問題の
解消率

小～高
83.8%
（H30）

小～高96.0%
小～高79.1%

（R4）
未達成
（悪化）

８



○子どもの安全の確保
○子育てを支援する生活環境づくり

○子どもの非行防止と健全な社会環境の形成

施策の目標指標施策の目標

R5 主な事業の実施状況

今後の取組の方向性

施策の基本方針 ６ 安全・安心な子育てをするために

－子どもが安全に生活できる環境づくりを支援します－

＜JUMPシンボルマーク＞

○自転車安全利用対策プロジェクトチーム
を設置し、学校等を通じた自転車の安全
利用等に向けた取組を検討し、ヘルメッ
トの着用率向上を含む交通ルールの遵守
に向けた取組を実施した。

○県民の交通ルール・マナーの向上を図る
ため、サイネージ広告やラジオ、ポス
ター、ラッピングバス等により歩行者優
先の呼びかけを行った。

○青少年の安全・安心なインターネッ
ト利用環境づくりを推進するため、
民間事業者等と連携し、家庭のネッ
トルールづくりに向けたハンドブッ
クや啓発リーフレットの作成・配布
や、高校生のネット犯罪被害・加害
ゼロ対策のため、高校生を対象とし
たネットリテラシーに係る研修会等
を実施した。

○少年非行防止ＪＵＭＰチームが小学生
への指導、自ら考える心を育む研修会を
開催し、少年の非行防止を図った。

○防犯アプリや交番の広報誌、速
報等を速やかに発信し、犯罪の
発生状況、具体的な防犯対策等
に関する情報を提供した。

○子どもや女性を犯罪から守るた
め、防犯ボランティア等への情
報発信等広報啓発の強化や安全
講習会を行った。

・安全・安心を確保する通学路の整備を行う。また、県
民の交通ルール・マナーの向上を訴える周知事業を展
開する。

・家庭のインターネットルールづくりに向けたハンド
ブックの更新や高校生等を対象とした研修会の開催、
ネット犯罪防止のための広報活動を行う。

課題

・子どもの交通人身事故死傷者数及び６歳未満のチャイ
ルドシート使用率については、目標値を達成している
が、引き続き、交通安全に向けた環境整備、交通ルー
ル・マナーの向上の意識啓発が必要である。

・福祉犯被害少年数は令和４年度以降目標値を達成して
いるが、引き続き、子どもが安心して暮らすことがで
きる社会の実現や犯罪の未然防止に向けて取り組む必
要がある。

28事業 【687,758千円】

地域住民の自主的防犯行動の促
進に向けた犯罪等に対する情報
提供の促進 他

青少年のネットセーフティ加速化事業 他

住宅のセーフティネット制度の推進 他

あおもり交通安全県民運動強化事業 他

目標指標
プラン
策定時

R6年 R5年

達成状況
目標値 実績

子どもの交通
人身事故死傷
者数

167人
（H30）

減少 162人 達成

６ 歳 未 満 の
チ ャ イ ル ド
シート使用率

73.5%
（R1）

増加 75.0% 達成

福祉犯被害少
年数

42人
（H30）

減少 40人 達成

○子育て世帯の入居を拒まないセーフティネット住宅の登録
と入居に関する情報提供を行った。令和４年度以降はセー
フティネット住宅の登録が目標数を上回っている。

○子育て世帯の入居収入基準の緩和措置を講じた。また、入
居申し込み者のうち、世帯状況から県営住宅の入居につい
て、一定の優遇措置を講じた。

指標 基準値(R3.9) 実績(R5) 目標事業量(R12)

セーフティネット
住宅登録数

4,434戸 5,512戸 5,000戸

９

ＪＵＭＰシンボルマーク


